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令和５年１０月１３日付けで提出されました「２０２３年度賃金労働条件確定要

求書」について、下記のとおり回答します。 

記  

要 求 事 項 回 答 

1.労使関係について

(1)勤務労働条件の変更に関しては、十分

な労使交渉・協議と合意に基づき行なう

こと。

(2)政策の決定や変更にあたって、既に労

使合意している事項や勤務労働条件に

影響を与える恐れがある場合は、事前に

労使協議を行うこと。

１ ．  

(1)地方 公務員法の主旨を踏まえた上で、

十分な労使交渉を行っていく。

(2)労使合意の内容や勤務労働条件に影響

を与える変更については、労使協議を行っ

ていく。

2.2023 年度賃金改定について 

(1)組合員の生活を維持・改善する観点か

ら、給与及び一時金 支給割合の改善を

はかること。

(2)地域手当について、特別区を含めた近

隣 自 治 体 との均 衡 を図 り、改 善 するこ

と。

(3)通勤手当について、実態と利便性を考

慮した経路での額を認めること。

(4)市内居住者の住居手当について、現状

の維持・改善を行うこと。

２．  

(1)令和５ 年人事院勧告を踏まえ、給料表

及 び期 末 ・ 勤 勉 手 当 の支 給 月 数 につい

て、勧告どおり改定する。

(2)地域手当については、近隣市等との均

衡を図るため、平成 31 年 4 月から支給割

合を 12％に引き上げ改善したところであ

る。なお、今後については国の動向を注視

しながら慎重に検討していく。

(3)通 勤 手 当 は、規 則 に基 づき、運 賃 、時

間、距離等の実情により最も経済的かつ

合理的と認められる通常の通勤の経路及

び方法により算出した運賃相当額で認定

している。

(4)市内賃貸物件居住者に対する住居手当

の加算については、令和５年度までの実施

状況を勘案し、検討を加え、その結果を踏

まえ必要な措置を講ずる。

3.新型コロナウイルス感染症対策について

(1)勤務労働条件の変更を伴う感染防止

対策や、職員の応援・派遣を行う場合に

は、組合と事前に協議し、合意のうえで

十分な周知期間を設けてから実施するこ

と。

(2)市民と直に接する窓口 職場 や現場職

員に対しては、特に細心の感染予防対策

を講じること。

３．  

(1)勤務労働条件に影響を与える変更につ

いては、労使協議を行っていく。

(2)感染症の類型に応じ必要な感染防止対

策を講じており、引き続き周知及び注意

喚起をしていく。
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要 求 事 項 回 答 

4.民間委託について

(1)民間委託 については、これまでの労使

合意を踏まえ、労使ルールを適切に遵守

すること。また、民 営 化の提案 に際 して

は、安易な経費削減や人員削減を追求

するのではなく、市民サービスの低下に

つながらないよう公共サービスの必要性

を十分精査したうえで提案を行うこと。

(2)民間委託、民営化にあたっては受託者

等に対し労働基準法など法令遵守を義

務づけること。

４．  

(1)民 間 委 託 及 び民 営 化 の導 入 について

は、本市の経営方針に従って提案してい

く。また、職員の勤務労働条件の変更を伴

う事項については、ルールに沿った労使交

渉を行っていく。

(2)労働基準法などの法令の遵守を徹底し

ていく。

5.時間外労働について

(1)管理職は、業務内容を把握するととも

に、職員の勤務時間及び勤務状況を正

確 に管 理 し、労 働 基 準 法 を遵 守 するこ

と。

(2)時間外勤務については、実際に勤務し

た時間で記録を行い、サービス残業を絶

対にさせないこと。

(3)週休日の振替制度を濫用しないこと。

所属長が事前に振替日を指定せず出勤

させた時は、時間外 (職員が希望をした

場合は、代休での対応も可 )にすること。

(4)時間外勤務の縮減について組織的課

題として取り組むこと。特に 1 年を通じて

時間外勤務が多い職場 (45 時間 /月、

360 時間 /年 )については、時間外勤務

が増大している原因を調査、検証すると

ともに、人員増等、何らかの対応を早急

に行うこと。

(5)時間外規則化の浸透度確認のため、1

月当たり 45 時間以上の時間外労働を

行った課および職員ごとの時 間外労働

時間について提示すること。また、45 時

間以上の時間外労働を行った課は事前

の申請がなされていたか明らかにするこ

と。

５．  

(1)「労働時間適正化プログラム」に基づき、

業務内容の把握及び勤務時間等の適切

な管理を行うよう徹底している。

(2)時間外勤務命令については、随時実態

把握に努め、不適切な扱いが見受けられ

れば、その都度指導していく。

(3)振替制度については、適正に運用されて

いると認識している。なお、週休日の振替

等は事後に行うことはできず、この場合の

週休日等の勤務は、時間外勤務となる。

(4)長時間労 働の是 正については、令和 ５

年４月１日に時間外勤務命令の上限を設

定したほか、労働時間適正化プログラムに

基づき取り組んでいる。

また、時間外勤務の要因については、ア

ンケート調査を実施するなど引き続き調査

及び検証を実施し、人員の配置を含め、そ

の適正化に努めていく。

(5)別紙のとおり提供する。なお、職員ごと

の時間外労働時間については、個人情報

であるため、提供できない。
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要 求 事 項 回   答 

6.人員の確保について 

(1)令和  3 年度、定員管理方針の改定が

行われたことから、適正な業務量の把握

だけでなく、年次休暇の取得状況や時間

外勤務の状況等も考慮したうえで、各職

場に見合った職員の適正な配置を行う

こと。また、法令や国等が定める有資格

者数や職員 数の基 準 を充足していない

職場については速やかに補充、増員を行

うこと。 

 

(2)2019 年度確定要求の回答で、「正規

職員の採用は一定の時間を要する」との

ことから、年度途中に欠員が生じた場合

は、迅速に代替職員として会計年度任用

職 員を採用し、一定の時間後に正規職

員を採用すること。 

 

(3)新たに事業を開始、拡大する場合は必

要に見合った職員を配置すること。 

 

６．  

(1)令和３年度に改定した定員管理方針に

基づき、適正な職員数の維持と職員配置

を行っていく。 

また、法令や国等が定める有資格者や

職員数については、各部 ・各課へのヒアリ

ング結果も参考に職員を配置するよう努

めていく。 

 

 

 

(2)年度途中に欠員が生じた場合は、会計

年度任用職員を採用するなど、柔軟かつ

迅速に対応している。 

なお、育 児 休 業 の欠 員 に対 しては、原

則 、任 期付職 員を代 替として補 充してい

る。 

 

(3)各 部 、各 課 へのヒアリング結 果 を参 考

に、適 正な職員 配置 となるよう努めてい

く。 

 

７ .労働安全衛生について 

(1)各職場の安全衛生委員会を必ず月 1 

回開催し、不適切な環境があれば速やか

に改善できるよう、必要な予算措置を行

うこと。 

 

(2)職員が健康でいられるよう、有給休暇

取得率の向上 を目指 し、夏 休の完全取

得ができるよう職場環境の改善に努める

こと。 

 

 

 

 

(3)職場のメンタルヘルス対策を充実させ

るとともに、職場復帰については職場全

体で取り組む体制とし、病休者や職場へ

の支援を充実させること。 

 

 

 

 

(4)パワハラ、セクハラ、カスハラなどのハラ

スメント対策を充実させ、防止に努める

こと。また、行為者については厳格に対

応を行うことができるよう、制度制定を

行うこと。 

７．  

(1)安全衛生委員会は、事業場ごとに月 1

回開催している。 

職場巡視等により早急に改善が必要な

場合は、既定予算の範囲で対応している。 

 

(2)年次休暇については、計画表の活用によ

る年５日以上の年次休暇の使用の配慮に

ついて通知を行うなど、環境整備に努め

ている。 

また、夏季休暇についても、取得しやす

い環境整備に努めるよう、毎年、所属長に

通知をしている。 

 

(3)メンタルヘルス対策については、研修や

ストレスチェック等により予防と早期対応

を図っている。また、職場復帰については、

要綱に基づき、所属と連携した体制で支

援を進めるとともに、産業精神相談医や

カウンセラー等、専門家による相談を実施

し、きめ細かな支援を行っている。 

 

(4)ハラスメント防止対策は継続して取り組

むことが重要だと認識している。引き続き

全職員を対象とした研修を実施するとと

もに、相談窓口の周知及び防止対策を行

っていくほか、不当な要求に発展するおそ

れのある事案については、行政対象暴力

担当室の職員が助言等を行っていく。ま
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要 求 事 項 回   答 

た、ハラスメント事案が発生した場合には

迅速かつ適切に対応していく。 

なお、職員のハラスメント行為について

は職員服務規程で明確に禁止し、行為者

への対応については職員の懲戒処分の指

針で定めている。 

 

８ .職員の働き方について 

(1)夏季休暇の取得期間と日数について、

改善を行うこと。 

 

 

(2)国の掲げる Well-being 実現のため、

テレワーク勤務体制のさらなる充実や、

フレックスタイム制の導入を行うこと。 

 

 

 

(3)子 育 て部 分 休 業 (無 給 、2H 上 限 /1

日 )について、取得可能期間を小学校 3

年生までに拡大すること。 

 

(4)人事院勧告に則り、テレワーク関連手

当を新設すること。 

 

 

 

(5)職員数に対し、適正な休憩スペースを

確保すること。 

 

 

(6)第 一庁舎において、課のサインおよび

配置図を設置すること。 

８．  

(1)規則どおりとする。なお、日数及び取得

期間については、国や近隣市などとの均衡

に留意しながら検討していく。 

 

(2)テレワークについては、「職員のテレワー

クに関する要領」どおりとする。 

フレックスタイム制の導入については、公

務運営体制の確保等諸課題の整理から取

り組んでいく。 

 

(3)法律どおりとする。 

 

 

 

(4)現在のテレワーク制度の下においては、

支 給 対 象 職 員 が生 ずる可 能 性 がないた

め、在宅勤務等手当の新設は見送ること

とする。 

 

(5)庁舎内における休憩場所については、限

られたスペースの中で可能な限り確保する

よう努めている。 

 

(6)各課のサインについては、サインプレート

やのぼり等を用いて標示している。配置図

についても、職員へ周知できるよう検討し

ている。 

 

9.人事評価制度について 

(1)担当課長は責任をもって評価をし、被

評価者が納 得できるよう丁寧 に説明を

行うこと。 

 

 

 

 

(2)現行の人事評価制度の問題点を明ら

かにし、見直しをすること。 

 

 

(3)人事評価について、全職員に対して研

修を実施すること。 

 

９．  

(1)人事評価は、主幹級の職員が評価を行

った後、課長職である調整者による調整、

部長職である確認者による確認を経て決

定される。また、評価者と調整者による結

果開示とフィードバックの実施を義務付け

ている。 

 

(2)人事評価制度については、必要に応じて

検証を行いながら、納得性 、公平性及び

客観性を確保できるよう運用している。 

 

(3)人事評価制度の研修については、管理

職を対象として引き続き研修を行い、評

価能力向上を図っていく。   
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要 求 事 項 回   答 

 

 

 

 

 

(4)人事評価を行う際、成績上位者 (A 評

価、B 評価 )の割合について、国と同等以

上とすること。 

また、職位ごとの評価項目、着眼点を含

む人事評価に関する全ての資料をライブラ

リに掲載することにより、全職員に対する

周知を行っている。 

 

(4)AB 区分昇給者の割合は国の基準を目

安としており、その選定については、直近

2 回いずれかの人事評価上位者の中か

ら、各部長が勤務成績を基に、絶対評価

で選定している。 

 

10.公用車について 

職員の公用車運転の実情について把

握し、不公平感が生じないよう措置を講

ずること。 

10．  

公用車の使用頻度が多い所属について

は、所属からのヒアリング結果や走行回数

などのデータを踏まえて、運転負担が過度

に偏らない職員配置に努めていく。 

 

11.現業職について 

(1)市民サービス維持のため、技術の継承

の点においても第ーグループ職場につい

ては、欠員が生じた場合には新規採用を

行うこと。また、実態を踏まえ業務量に

応じた人員配置を確保すること。各職場

に於いて定年引上げに伴い、適正な人員

配置・勤務労働条件について協議を行う

こと。 

 

(2)再任用職員について、これまでと同様

の業務を行っている実態を踏まえ、適正

な人員配置と処遇改善をはかること。 

 

 

 

 

 

(3)グループ化について再度検証を行うこ

と。第ニグループ職場において第ーグル

ープと協力体制が構築できる職場は、第

ーグループ(直営職場 )としての位置付け

をすること。 

 

(4)現業職員の勤務労働条件の変更を行

う際は、地公労法上の団体交渉権・労働

協約締結権 を尊重し、事前協 議と誠実

な交渉を行 うこと。また、合 意 された事

項に関しては、確認書を取り交すこと。 

 

１１．  

(1)職員の勤務労働条件の変更に伴う事項

については、労使交渉を行っていく。また、

組合との確認事項を踏まえ、第１グループ

の必要な職種について採用を行う等 、不

足が見込まれる職場に配置する。 

 

 

 

 

(2)各職場の人員配置については、所属長

ヒアリング等で現状把握を行い、業務量に

応じて、適切な人員配置となるよう努めて

いく。 

また、勤務労働条件に関することは、国

や近隣市の動向等を踏まえ、労使で十分

に協議を行っていく。  

 

(3)第２グループに位置付けられている職場

については、組合との確認事項を踏まえ、

今後も安定的な運用ができるよう関係部

署と十分協議していく。 

 

 

(4)職員の勤務労働条件の変更に伴う事項

については労使交渉を行っていく。また、

合意事項については、必要に応じて確認

書を取り交わしていく。 

12.職員組合事務所について 

職員組合事務所が第一庁舎に移転で

きるようスペースを確保すること。 

１２ ．  

組合事務所について、第１庁舎でのスペ

ースの確保は困難な状況である。 
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※要求事項のうち、行政の企画立案及び執行に関する事項、職員定数及びその配置に関する

事項、予算の編成に関する事項、具体的な任命権に関する事項並びに人事評価制度の企

画立案及び実施に関する事項は管理運営事項であります。




